
 

 

 

 

(4) 管内旅費の支給事務の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年６月23日から同年７月９日まで） 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

政策企画部 

戦略事業室 

事業推進課 

 

 

 

管内出張について、システムに旅行命令を重複して登録し、そのまま承認されたも

の、登録済みの誤った旅行命令の取消を忘れ、二重登録のまま承認されたものがあっ

た。 

また、旅費支出の際にチェックされず、そのまま決裁を行ったため、旅費が過払い

となっていた。 

 

職員 旅行日 
旅行命令 過払い 

旅費額 

支給誤り

の原因 当初入力日 重複入力日 

Ａ 

平成26年９月４日 平成26年９月５日 平成26年９月11日 480円 重複入力 

平成26年10月30日 平成26年10月29日 平成26年10月31日 360円 

修正申請

時の削除

漏れによ

る重複 

平成27年３月11日 平成27年３月11日 平成27年３月20日 650円 重複入力 

 

 

速やかに是正措置を講じるとともに、管内

旅費の支給事務について適正な事務処理を

行われたい。 

また、管内出張に係る旅行命令の登録、承

認時には、重複入力がないかを確認するよ

う、全職員に注意喚起されたい。 

 

 

重複入力となっている過払いの

旅費については、戻入措置を行い、

平成27年７月31日に本人が返納し

たことを納付書により確認した。 

また、本件以外に過払いがない

か再度確認を行った結果、本件以

外はなかった。 

今後、承認者は決裁時に二重登

録がないか等、旅費明細内訳書の

内容確認を徹底することにより

適正な事務執行に努めることと

し、所属職員に対しても、旅費支

給事務の適正処理についてメー

ルで毎月周知し、入力時の確認な

ど再度行うよう徹底した。 



 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

教育委員会事務局 

教育振興室 

 

 

 

管内出張について、総務事務システムに旅行命令簿兼精算旅費内訳を重複して入力し、そのまま承認さ

れたもの及び出張経路等を修正するため再度入力したにもかかわらず、承認済みの誤った旅行命令の取り

消しが行われなかったために、重複入力のまま承認されたもの等が11件あった。また、これらについて、

旅費支出の決裁が行われたため、旅費が過払いとなっていた。 

 

職員名 旅行日 
旅行命令 過払い旅

費額 
支給誤りの原因 

当初入力日 重複入力日 

Ａ 平成26年４月７日 平成26年４月３日 平成26年４月７日 1,750円 
修正入力時の削除

漏れによる重複 

Ｂ 平成26年５月12日 平成26年５月９日 平成26年５月９日 800円 重複入力 

Ｃ 平成26年５月15日 平成26年５月13日 平成26年５月15日 1,220円 
修正入力時の削除

漏れによる重複 

Ｃ 平成26年５月17日 平成26年５月13日 平成26年５月16日 860円 重複入力 

Ｄ 平成26年６月３日 平成26年６月２日 平成26年６月２日 610円 重複入力 

Ｅ 平成26年６月24日 平成26年６月23日 平成26年10月10日 180円 

出張日誤りによる

再入力での重複支

給 

Ｆ 平成26年７月27日 平成26年７月22日 平成26年７月25日 520円 重複入力 

Ｇ 平成26年８月25日 平成26年８月18日 平成26年８月22日 480円 重複入力 

Ｈ 平成26年９月８日 平成26年９月２日 平成26年９月５日 1,510円 
修正入力時の削除

漏れによる重複 

Ｉ 平成26年10月16日 平成26年10月16日 平成26年10月16日 420円 重複入力 

Ｊ 平成27年１月16日 平成27年１月15日 平成27年１月16日 420円 
修正入力時の削除

漏れによる重複 

 

 

 

 速やかに誤支給の旅費額

の措置を講じられたい。 

管内出張に係る旅行命令

簿兼精算旅費内訳の入力・

承認時には、重複入力がな

いか確認するよう周知され

たい。 

また、管内旅費の支出命

令の決裁に当たっては、入

力に誤りがないかという視

点でも旅費明細内訳書を確

認し、誤った入力があった

場合は、旅行者に確認する

など、適正な事務処理を行

われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤支給の旅費については、平成

27年８月14日に納付書を発行し、

同年９月３日までに全件納付さ

れたことを確認した。 

また、管内出張に係る旅行命令

簿兼精算旅費内訳の入力・承認時

に、各職員において重複入力がな

いかを確認するよう、平成27年７

月30日に全所属職員に対して、出

勤簿や時間外勤務登録に係る注

意とともに、旅費重複支給に係る

確認についての注意喚起を行っ

た。また、旅行命令権者（グルー

プ長等）に対しては、上記注意喚

起に加え、同年８月４日に承認時

における管内出張旅費の重複支

給がないかを確認するよう注意

喚起を行った。 

さらに、管内旅費の支出命令の

決裁において旅費明細内訳書を

確認する際、これまで以上に重複

登録等の誤りがないかという視

点で確認を行い、誤った入力があ

った場合は旅行者に確認するな

ど、適正な事務処理に努めてい

く。 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年６月24日から同年７月28日まで） 

 

 


